
議案第１５６号 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和２年１１月２４日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例 

川崎市手数料条例（昭和２５年川崎市条例第６号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第１０３号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に改め、同条

第１０４号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に、「喫茶店営業」を

「調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売

する営業」に改め、同条第１０５号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」

に、「菓子製造業」を「食肉販売業」に、「１４，０００円」を「９，６００

円」に改め、同条第１０６号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に、

「あん類製造業」を「魚介類販売業」に、「１４，０００円」を「９，６００

円」に改め、同条第１０７号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に、

「アイスクリーム類製造業」を「魚介類競り売り営業」に、「１４，０００円」

を「２１，０００円」に改め、同条第１０８号中「第５２条第１項」を「第５

５条第１項」に、「乳処理業」を「集乳業」に、「２１，０００円」を「９，

６００円」に改め、同条第１０９号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」

に、「特別牛乳搾取処理業」を「乳処理業」に改め、同条第１１０号中「第５



２条第１項」を「第５５条第１項」に、「乳製品製造業」を「特別牛乳搾取処

理業」に改め、同条第１１１号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に、

「集乳業」を「食肉処理業」に、「９，６００円」を「２１，０００円」に改

め、同条第１１２号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に、「乳類販

売業」を「食品の放射線照射業」に、「９，６００円」を「２１，０００円」

に改め、同条第１１３号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に、「食

肉処理業」を「菓子製造業」に、「２１，０００円」を「１４，０００円」に

改め、同条第１１４号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に、「食肉

販売業」を「アイスクリーム類製造業」に、「９，６００円」を「１４，００

０円」に改め、同条第１１５号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に、

「食肉製品製造業」を「乳製品製造業」に改め、同条第１１６号中「第５２条

第１項」を「第５５条第１項」に、「魚介類販売業」を「清涼飲料水製造業」

に、「９，６００円」を「２１，０００円」に改め、同条第１１７号中「第５

２条第１項」を「第５５条第１項」に、「魚介類競り売り営業」を「食肉製品

製造業」に改め、同条第１１８号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」

に、「魚肉練り製品製造業」を「水産製品製造業」に改め、同条第１１９号中

「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に、「食品の冷凍又は冷蔵業」を「氷

雪製造業」に改め、同条第１２０号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」

に、「食品の放射線照射業」を「液卵製造業」に、「２１，０００円」を「１

４，０００円」に改め、同条第１２１号中「第５２条第１項」を「第５５条第

１項」に、「清涼飲料水製造業」を「食用油脂製造業」に改め、同条第１２２

号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に、「乳酸菌飲料製造業」を「み

そ又はしょうゆ製造業」に、「１４，０００円」を「１６，０００円」に改め、

同条第１２３号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に、「氷雪製造業」

を「酒類製造業」に、「２１，０００円」を「１６，０００円」に改め、同条



２条第１項」を「第５５条第１項」に、「乳製品製造業」を「特別牛乳搾取処

理業」に改め、同条第１１１号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に、

「集乳業」を「食肉処理業」に、「９，６００円」を「２１，０００円」に改

め、同条第１１２号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に、「乳類販

売業」を「食品の放射線照射業」に、「９，６００円」を「２１，０００円」

に改め、同条第１１３号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に、「食

肉処理業」を「菓子製造業」に、「２１，０００円」を「１４，０００円」に

改め、同条第１１４号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に、「食肉

販売業」を「アイスクリーム類製造業」に、「９，６００円」を「１４，００

０円」に改め、同条第１１５号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に、

「食肉製品製造業」を「乳製品製造業」に改め、同条第１１６号中「第５２条

第１項」を「第５５条第１項」に、「魚介類販売業」を「清涼飲料水製造業」

に、「９，６００円」を「２１，０００円」に改め、同条第１１７号中「第５

２条第１項」を「第５５条第１項」に、「魚介類競り売り営業」を「食肉製品

製造業」に改め、同条第１１８号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」

に、「魚肉練り製品製造業」を「水産製品製造業」に改め、同条第１１９号中

「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に、「食品の冷凍又は冷蔵業」を「氷

雪製造業」に改め、同条第１２０号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」

に、「食品の放射線照射業」を「液卵製造業」に、「２１，０００円」を「１

４，０００円」に改め、同条第１２１号中「第５２条第１項」を「第５５条第

１項」に、「清涼飲料水製造業」を「食用油脂製造業」に改め、同条第１２２

号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に、「乳酸菌飲料製造業」を「み

そ又はしょうゆ製造業」に、「１４，０００円」を「１６，０００円」に改め、

同条第１２３号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に、「氷雪製造業」

を「酒類製造業」に、「２１，０００円」を「１６，０００円」に改め、同条

第１２４号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に、「氷雪販売業」を

「豆腐製造業」に改め、同条第１２５号中「第５２条第１項」を「第５５条第

１項」に、「食用油脂製造業」を「納豆製造業」に、「２１，０００円」を「１

４，０００円」に改め、同条第１２６号中「第５２条第１項」を「第５５条第

１項」に、「マーガリン又はショートニング製造業」を「麺類製造業」に、「２

１，０００円」を「１４，０００円」に改め、同条第１２７号中「第５２条第

１項」を「第５５条第１項」に、「みそ製造業」を「そうざい製造業」に、「１

６，０００円」を「２１，０００円」に改め、同条第１２８号中「第５２条第

１項」を「第５５条第１項」に、「 醤
しょう

油製造業」を「複合型そうざい製造業」

に、「１６，０００円」を「２１，０００円」に改め、同条第１２９号中「第

５２条第１項」を「第５５条第１項」に、「ソース類製造業」を「冷凍食品製

造業」に、「１６，０００円」を「２１，０００円」に改め、同条第１３０号

中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に、「酒類製造業」を「複合型冷

凍食品製造業」に、「１６，０００円」を「２１，０００円」に改め、同条第

１３１号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に、「豆腐製造業」を「漬

物製造業」に改め、同条第１３２号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」

に、「納豆製造業」を「密封包装食品製造業」に、「１４，０００円」を「２

１，０００円」に改め、同条第１３３号中「第５２条第１項」を「第５５条第

１項」に、「めん類製造業」を「食品の小分け業」に改め、同条第１３４号中

「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に、「そうざい製造業」を「添加物

製造業」に改め、同条第１３５号及び第１３６号を次のように改める。 

(135)及び(136) 削除 

 第２条第１３７号中「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に、「前号」

を「第１３４号」に、「２分の１」を「４分の３」に改め、同条第１３８号中

「第５２条第１項」を「第５５条第１項」に、「第１３６号」を「第１３４号」



に改め、同条第１５２号を次のように改める。 

(152) 削除 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第４６号。以下「改

正法」という。）第２条の規定による改正前の食品衛生法（昭和２２年法律

第２３３号）第５２条第１項の規定に基づく改正前の条例第２条第１０３号

から第１１１号まで、第１１３号から第１２３号まで及び第１２５号から第

１３６号までに掲げる営業の許可（以下「旧許可」という。）を受けた者が、

当該旧許可の有効期間の満了に際し引き続き改正法第２条の規定による改正

後の食品衛生法第５５条第１項の規定に基づく営業の許可を受けようとする

場合（当該旧許可に係る営業が改正後の条例第２条第１０３号から第１１９

号まで、第１２１号から第１３０号まで及び第１３２号から第１３４号まで

に掲げる営業のいずれかに該当する場合に限る。）であって、この条例の施

行の日以後に申請したときにおける手数料の額は、改正後の条例第２条第１

０３号から第１１９号まで、第１２１号から第１３０号まで及び第１３２号

から第１３４号までの規定にかかわらず、これらの規定に規定する額に４分

の３を乗じて得た額とする。 

３ 魚介類行商等に関する条例を廃止する等の条例（令和２年神奈川県条例第

４２号）附則第２項又は第３項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れる同条例第１条の規定による廃止前の魚介類行商等に関する条例（昭和４

１年神奈川県条例第４２号）第３条第１項の規定に基づく魚介類行商、魚介

類加工業及び発酵乳等販売業の許可の申請に対する審査については、改正前



に改め、同条第１５２号を次のように改める。 

(152) 削除 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第４６号。以下「改

正法」という。）第２条の規定による改正前の食品衛生法（昭和２２年法律

第２３３号）第５２条第１項の規定に基づく改正前の条例第２条第１０３号

から第１１１号まで、第１１３号から第１２３号まで及び第１２５号から第

１３６号までに掲げる営業の許可（以下「旧許可」という。）を受けた者が、

当該旧許可の有効期間の満了に際し引き続き改正法第２条の規定による改正

後の食品衛生法第５５条第１項の規定に基づく営業の許可を受けようとする

場合（当該旧許可に係る営業が改正後の条例第２条第１０３号から第１１９

号まで、第１２１号から第１３０号まで及び第１３２号から第１３４号まで

に掲げる営業のいずれかに該当する場合に限る。）であって、この条例の施

行の日以後に申請したときにおける手数料の額は、改正後の条例第２条第１

０３号から第１１９号まで、第１２１号から第１３０号まで及び第１３２号

から第１３４号までの規定にかかわらず、これらの規定に規定する額に４分

の３を乗じて得た額とする。 

３ 魚介類行商等に関する条例を廃止する等の条例（令和２年神奈川県条例第

４２号）附則第２項又は第３項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れる同条例第１条の規定による廃止前の魚介類行商等に関する条例（昭和４

１年神奈川県条例第４２号）第３条第１項の規定に基づく魚介類行商、魚介

類加工業及び発酵乳等販売業の許可の申請に対する審査については、改正前

の条例第２条第１５２号の規定は、なおその効力を有する。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

 食品衛生法及び食品衛生法施行令の一部改正に伴い調理の機能を有する自動

販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業等の許可の申請に

係る手数料の新設等を行い、営業の許可の有効期間の満了に際し引き続き同一

の営業の許可を受けようとする場合の申請に係る手数料の額を改定し、及び神

奈川県の魚介類行商等に関する条例の廃止に伴い同条例に基づく営業の許可の

申請に係る手数料を廃止するため、この条例を制定するものである。 




